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I はじめに

1999年のアムステルダム条約の発効により， EUの統一的な国際私法が誕生

することになった。正確には，国際私法という一つの法典ではなく，個別領域

を対象とした規則という形式である。これまですでに 民事及び商事事件に関

する裁判管轄ルール等を定めるブリユツセル I規則ui,婚姻事件及び親責任に

関する裁判管轄ルールなどを定めるプリユツセルEbis規則（以下， BITbis規

則） (2.3）が成立している。そして，準拠法決定ルールに関しでも，契約債務の準

拠法に関するローマ I規則（4）及び契約外債務の準拠法に関するローマE規則（5)

が成立している。

さらに，各国の習俗，道徳観，宗教観等の相違から統ーが難しいと一般に言

われてきた家族法においても．規則の制定作業が進められている。その背景に

は， EU市民の域内での自由な移動が保障されたことにより加速した家族関係

の国際化がある。 2007年では， EUでの総婚姻締結数及び総離婚件数のそれぞ

れ約 13%が渉外的要素を有するものであった（6）。また，同年に EUで成立し

た登録パートナーシップ（7）の20%弱（約4万件）が渉外的要素を有し，そのう

ち8500件ほどが関係の破綻により解消され， 1200件ほどが一方の死亡により

解消されている（8）。いずれの分野i 実質法のみならず，抵触規則も各国で異

なる。そのため，離婚や相続 これらに随伴する夫婦やカップルの財産の分
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配・清算が， どこで，どの、法に従って，どのように解決されるかを当事者が予

測するのは非常に難しく，精神的負担のみならず，経済的負担も強いられてい

る。このような状態がEU市民の自由な移動を阻害していると考えられ，アム

ステルダム条約発効前に策定された 1998年のウィーン行動計画（9）で，条約発

効後5年以内に着手すべき事項として，離婚，相続及び夫婦財産制に関する国

際私法の統ーという目標が掲げられたのである。

この行動計画から 10年以上の時を経て， 2010年12月30日，離婚及び法定

別居に関する法選択ルールに関する家族法初の規則が成立した(IO）。また，

2009年10月には相続に関する規則提案が(IJ)' 2011年3月には夫婦財産制の

規則提案（12）と登録パートナーシップを締結したカップルの財産関係に関する

規則提案(13）が欧州委員会から上程された。本稿では，これら 4つの規則及び

規則提案の概要を紹介し，検討を加えることとする。

II 離婚及び法定別居に関する規則

1 背景

前述のウィーン行動計画では，特に離婚に関して，「法廷地漁りを回避する

ために準拠法決定に関するルールの策定の合意に向けて，綿密な研究をもとに

調査されることが必要であるJと言及されていた。それから 7年後， 2005年

3月に公表された離婚事件における準拠法と管轄に関するグリーンペー

パー（14）においては，次の 5点が問題点としてあげられた(15）。①離婚に関する

各国の抵触規則の相違が法的安定性や当事者の準拠法の予測を阻害してい

る（16）。②夫婦が同一国籍を有する場合，夫婦の同一本国法か法廷地法が各国

の抵触規則によれば適用されるケースが多いが，これでは当事者が本当に密接

につながっていると感じる法が適用されない。③その当時施行されていたBII 

規則によると，当事者の一方のみの国籍所属国ということのみでは当該国に離

婚の裁判管轄が認められず EU市民の正当な期待に合致していない。④常居

所を基礎として管轄原因を定めるBE規則によると，第三国に居住する異国籍

夫婦がEU構成国で離婚することはできず仮に第三国で離婚判決を得たとし

てもこれがEU構成国で承認されるのは難しく，第三国に居住する EU市民に
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困難を強いている。⑤BITbis規則が複数の管轄原因を列挙しており，これに

より複数国に裁判管轄が認められ得ることから，経済的に豊かな配偶者の一方

が自らに有利な結果を導くために法廷地漁りをしたり，夫婦双方が各々自らに

有利な加盟国の裁判所に競って出訴する事態が生じている。

グリーンペーパーに対する各国の回答をもとに， 2006年7月には， BIl bis 

規則の改正及び婚姻事件における準拠法のルール化に関する理事会規則のため

の提案が欧州委員会からなされた(17）。上記の問題点を解決するため，法選択

lレールを統一し，現行の管轄・承認・執行ルールを改善する包括的な規則を提

案するものであった。具体的には，法的安定性と当事者の予測可能性に資する

とともに柔軟性をもたらすために 法選択ルールとして当事者自治をとりいれ

ること，また，合意管轄・補充管轄を含んだ管轄ルールへと改正し不十分で

あった司法へのアクセスも確保できるようにするといったことが提案され

た(18）。

しかし，この規則提案は失敗に終わる (19）。家族法に関する規則提案は，通

常の立法手続（20）と異なり，特別立法手続に服し 各加盟国 l名ずつの閣僚か

ら構成される理事会での全会一致での承認が必要とされる（EU機能条約81条

3項）。離婚に関する規則提案に対しては，内国裁判所での外国法の適用を回

避したいというスウェーデンの強い抵抗があり（21），理事会は， 2008年6月段

階で．全会一致を得ることは難しく期限内に規則の制定を実現することは困難

であるとの見解を示した（22）。

ところがその翌月， 9か国側による EU史上初となる強化された協力

(enhanced cooperation) （却の適用が求められ， 2010年3月には，離婚と法定別居

の法選択ルールのみに関する規則（お）が欧州委員会により提案される。管轄

Jレール等を含めることを断念したのは，デンマークを除く EUの26か国で適

用されている BITbis規則への影響を最小限にとどめるためであった（26）。この

ような動きに対しては，二つに分断された EUを招くべきでないとの批判も

あったが（27）.理事会は同年7月にこの提案について強化された協力を進める

ことを承認し.2010年12月30日，遂に，離婚及び法定別居に関する準拠法

決定jレールに関する家族法初の規則（以下，ローマill）が成立した倒。 2012年
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6月12日からこれに参加する 14か国側で施行されることになっている。

2 規則の概要

(1）適用範囲

規則が適用されるのは，渉外的な要素を有する離婚及び法定別居（羽）である。

EU構成国では，法定別居制度を有する国が比較的多く（31），離婚の前提として

これを必要とする国もある。そのため， Bilbis規則と同様に，本規則でも，

離婚とともに適用対象とされている。

これに対して，婚姻無効に関しては， BITbis規則では適用対象とされてい

るものの (1条l項（a）），ローマEでは適用対象から外されている (1条2項（c））。

婚姻の有効性との密接な関係から，婚姻無効を婚姻の成立の準拠法に依拠させ

る国が多いこと（32）’ローマEで採用されている準拠法選択も受訴裁判所以外

の法の選択も妥当でないと判断されたからである倒。

このほか，当事者の法的能力，問題となっている婚姻の有効性といった離婚

及び法定別居に先立つて問題となる法律関係や，離婚及び法定別居によって生

じる夫婦財産制，氏，親権．扶養．信託相続への効果も適用対象から外され

ている (1条2項）。夫婦財産制の清算相続の問題は，それぞれ現在検討中

の規則によることになる。

(2）法選択ルール

特に注目すべきは，①準拠法選択が原則的な法選択ルールとして認められた

こと，②準拠法選択がない場合の客観的連結として国籍に代えて常居所を優先

させたこと，そして③法廷地法の適用の機会が増やされたことの3点である。

以下， JI慣にみていくことにする。

①第一次的ルール

国境を越えて移動する EU市民が増加しているため，より柔軟で法的安定に

資する法選択ルールが必要とされているとして，当事者による準拠法選択が認

められることとなった（規則前文（15））。しかも，わずか4か国でしか離婚に

ついて準拠法選択を採用されていないにもかかわらず，第一次的ルールとして

これが認められたのである。選択できる法は， EU法の理念に反する法の適用
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を回避するために．夫婦と密接な関係を有する以下のものに限定されてい

る（34）。（a）合意時の夫婦の共通常居所地法，（b）夫婦の最後の共通常居所地で，

かつ，夫婦の一方がなおも居住している地の法，（c）合意時の夫婦の一方の本国

法，または（d）法廷地法である（5条 l項）(35）。

準拠法選択は．原則として．離婚訴訟係属の発生時まででき，また事後の変

更も可能である（5条2項）。法廷地法が認める場合には，訴訟係属後に裁判

所において準拠法選択することもできる（5条3項）。準拠法選択の方式は，

書面で．日付を記載したうえで夫婦双方により署名することが原則とされてい

る（ 7条 l項前段）怖）。

準拠法選択の問題点として危倶されるのは 夫婦の一方が自らに有利な準拠

法を選択するよう仕向けることが可能なところにある。それを防止するには，

準拠法選択による法的・社会的な影響を当事者が認識していること（出E

informed choice of the bo血 spouses）が重要である（規則前文（18））。そのため，当

事者が最新の法情報を自ら入手できるように 2002年 12月1日から開始され

た民事及び商事事件における欧州司法ネットワーク（37）に EU構成国の離婚や

離婚手続に関する情報が掲載されている（規則前文 (17））。さらに，裁判官も，

選択の意義を当事者が理解しているかに注意しなければならない（規則前文

(18））。当事者が準拠法選択の意義を理解していることを確認するという点か

らも前述の方式要件が定められていると説明されるが（規則前文 (19）），はた

して法的知識のない者がネットワークにアクセスした情報からすべてを理解で

きるかは疑問に感じられる。もっとも，準拠法を選択するという方法をとる段

階ですでに公証人や弁護士等の関与があることも想定でき，各国が方式につい

てさらに付加的な要件を課すことも可能とされていることから（ 7条3項，規

則前文（19）），このあたりどのように運用されていくのか，興味深いところで

ある。

②補助的ルール

夫婦の一方が自らに有利な法の適用を招くために他方に先んじて場所を選ん

で離婚申立てするような事態を避けるため，準拠法選択がなされなかった場合

にも，離婚に関する法選択ルールを統ーしておく必要がある。そのため，夫婦
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と最も密接な関係を有する法の段階的連結が規定されている。まず（a）訴訟係属

の発生時の夫婦の共通常居所地法，これがない場合には，（b）夫婦の最後の常居

所地法（ただし訴訟係属の発生時から 1年を経過しておらず．かつ，夫婦の一方

がなおも居住している地の法），これがない場合には，（c）訴訟係属の発生時の夫

婦の共通本国法，これがない場合には，（d）法廷地法の順で適用される（ 8条）。

常居所の第一段階の連結点としての採用は，国籍よりも常居所こそが人の生

活・利害の中心地であるという考えの現れである。さらに，これが移り住んだ

国での EU市民の同化という EUの政策に合致するという利点もある制。

③ 法廷地法の適用の増加

ローマEでは，法廷地法は選択し得る法のーっとして，また客観的連結での

最終段階で適用され得る法として規定されている（39）。客観的連結に関する提

案は， 2006年の規則提案から文言の若干の修正を除き基本的に変わっていな

い。その際の立法説明では，第 l・第2段階の連結の場合も，常居所という連

結は法廷地法の適用をもたらし外国法の適用はまれになるであろうと述べら

れている。法廷地法主義をとる国への配慮である（40）。 EU構成田の法が準拠法

となる場合には，裁判所が法の内容の調査をするにあたり，民事及び商事事件

における欧州司法ネットワークが手助けとなる旨の規定まであり（41)，法廷地

法主義国の外国法の適用に対する拒否感の強さがうかがい知れる（42）。結局の

ところ， 2006年の規則提案がとん挫したのも，前述のとおり，離婚について

法廷地法主義をとり，自国法の理念に反する外国法が適用されることをおそれ

たスウェーデンの強い反対による。

④ 公序条項

本規則のみでなく，既に成立しているローマ I，ローマII.そして後述する

カップルの財産関係や相続に関する規則提案もそうであるように， EU構成田

でない第三国も含めたすべての国の法を指定する普遍的な抵触規則として規定

されている（ 4条）。したがって，今回強化された協力に参加しなかった他の

EU構成国のみでなく，第三国の法が準拠法として適用され得る。そのような

場合において，外国法の適用が法廷地国の公序に「明らかに」反するようなと

きは．当該外国法の適用は排除される（12条）。外国法の規定自体ではなく，
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具体的事案において法廷地法の公序に明らかに反する場合にのみ，公序則は例

外的に発動されるにすぎないと注記されている（規則前文（25））。

しかしながら．規則 10条では．「準拠法が離婚に関する規定を有さず，また

は性別を理由として離婚もしくは法定別居の平等な申立てを夫婦の一方に認め

ない場合にはJ.12条の公序条項で対処するのでなく（規則前文（24）），「法廷

地法を適用するものとするJ旨の規定がある。ここでは，そのような外国法の

規定自体が問題とされており，適用結果を検討するまでもなく，法廷地法を適

用することができる。公表された立法資料からはそれ以上知ることはできない

が，立法関連者によるあるシンポジウムでの報告資料によると，そのような規

定は明らかに EUの共通する価値観に反するからであると説明されている（43）。

この 10条からもわかるように ローマEは 離婚をできる限り容易に認め

るべきであるという考えのもと立法されているといえる（44）。今回認められた

準拠法選択も，夫婦の最密接関係地法の適用を確保するためと説明されるが，

グリーンペーパー等で、あげられている例をみると，離婚をしたい夫婦が離婚を

しやすい法を選択できるようにするための準拠法選択とも思われる。国際私法

上，法律関係の成立をできるだけ認め保護されるべきものとして，婚姻（favor

matrimonii），親子関係（favorpaterr 

よくあげられる。しかし離婚については，その成立を容易にすべきであると

いう方向性がEU構成田内でも共通するとはいえない。現に，マルタは強化さ

れた協力にも参加しているものの．今日においてもなお離婚が禁止されてい

る（45）。そのためか， 2010年の規則提案後，同年6月1日の理事会での審議で，

7 a条として「国内法の違い」との見出しで，「本規則は，離婚に関する規定

を有さず，または離婚手続きのために問題となっている婚姻を承認しない構成

国裁判所に，本規則に従い離婚を宣言することを強いるものではないJとの規

定が設けられた（46）。これは，向性婚に関する EU構成田聞のスタンスの違い，

そして離婚を認めていないマルタに配慮したものであろう。それにもかかわら

ず，ローマEは離婚保護の思想のもと立法されており，国際私法に関してのみ

認められた共同体の立法権限（機能条約81条2項c）を逸脱しているのではな

いかとの疑問も向けられている（47）。
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(3）法定別居に関する特則

法定別居制度を有する国は，抵触規則については離婚と閉じルールを採用し

ていることから側.2010年の規則提案段階においても．離婚と法定別居につ

いてすべて同様に規定されていた。しかし，法定別居から離婚への2段階のシ

ステム，つまり，法定別居の裁判を得てから数年後して初めて離婚の申立てが

できるというシステムに対応していないとの批判もあった（49）。たとえば．イ

タリアなどでは法定別居期聞は3年である。その間 夫婦の一方がイタリアか

ら他の固に移り住んだ場合，法定別居の申立て時と離婚申立て時で夫婦の常居

所が異なり，準拠法も異なり得る。そうすると，たとえイタリア法上の既定の

法定別居期聞を満たしたとしても，新たな離婚準拠法によれば，さらに離婚の

ために異なる要件を必要とされ，イタリア法に従った法定別居が無に帰すとい

うこともあろう。

BIT bis規則5条では．法定別居に関する裁判をした構成田裁判所にも離婚

に関する裁判管轄を認める旨の規定があり，法定別居から離婚へ移行するこ段

階のシステムを有する法制への配慮がみられる。それにもかかわらず，明らか

にローマEの立法者はこの点を見落としていたように思われる。急速に並行し

て進められている立法作業の弊害がここにでているとの批判もあった倒。

その後.2010年9月23日の理事会での審議（51）で， 4条bisとして，「法定

別居から離婚への移行」との見出しで，法定別居から離婚への移行の場合，離

婚の準拠法は，準拠法選択がない限り，法定別居に適用された法とする旨の規

定が挿入され．現在に至っている（9条l項）。

m 夫婦財産制と登録パートナーシップの財産関係に関す

る規則

1 背景

1978年にハーグ国際私法会議の夫婦財産制の準拠法に関する条約も発効し

ているが，批准しているのはオランダ，フランス．ルクセンプルグの3か国の

みである。また，裁判管轄ルールに関しでも，夫婦財産制は， BITbis規則の

対象とされていない。登録パートナーシップは， 2011年段階でEUでは過半
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数を超える 14か国（52）で導入されている。しかし．残りの 13か国ではなおも

認められておらず，導入されている固においても，その規律のあり方は夫婦財

産制以上に多様である。しかも，冒頭でも紹介したように，渉外性を有する割

合は婚姻よりも高い。このような状況をみれば カップルの関係の解消の際の

財産の清算・分配が問題となるのは，婚姻カップルのみでなく，登録パート

ナーシップを締結したカップルついても同様であることがわかろう。

2006年7月にグリーンペーパーが公表され（53），これに対する 40の意見書の

総括が2008年に公表された（制。夫婦財産制が離婚や相続と密接な関係を有す

ることから，離婚と相続に関する規則のある程度の見通しが立った段階で夫婦

財産制の問題に着手されたようである。そして，遂に2011年3月には夫婦財

産制の規則提案聞及び、登録パートナーシツプを締結したカップルの財産関係

に関する規則提案（闘が欧州委員会から上程された。

2 規則提案の概要

①二つの規則提案

提案が二つに分けられたのは，登録パートナーシップが婚姻と異なり， EU 

構成国すべてで導入されておらず．その特質にあわせて立法する必要があるた

めである。婚姻及び登録パートナーシップを向性カップルと異性カップルに認

めるかどうかは各国で様々であることから，提案ではこれについては中立的に

規定されている。なお，登録パートナーシップについては， EU構成田で登録

されたパートナーシップかどうかにかかわらず いかなる国で登録されたもの

でも規則で定めるところの登録パートナーシップとされる（16条）。なお，登

録手続等を経ていない非婚カップルについては，その関係を法的枠組みの中で

とらえるべきかに EU構成国間でも相違がみられ規則化することに反対の声

が多かったことから，今回対象からはずされたようである（57）。

二つの規則提案に分けられてはいるが，法選択ルールを除いた部分はほぼ共

通している。ともに目指しているのは 域内を自由に移動しようとする市民の

権利の保障．そして法的安定性に資する制度設計である。両規則とも法選択

ルールのみでなく，裁判管轄及び承認・執行すべてを含めたルールが提案され
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ている。対象としているのは，カップルの財産の管理の問題から解消による財

産の清算までを含めた財産的効力の問題のみである。グリーンペーパーに対す

る回答は身分的効力も含めて統一的に規定すべきであるとの意見も少数あった

が（58），財産的効力に限定される形となった（各規則提案l条） (59）。また，扶養

義務は扶養義務に関する規則に，夫婦問の贈与はローマ Iに，一方の死亡によ

る相続に関わる問題も現在準備中の相続に関する規則提案によるため，これら

も規則の適用対象から除外されている。その他，公的利益を守るために自国の

強行規定を適用できる旨の規定，公序に関する規定，反致を排除する規定など

も同様である。

管轄・承認・執行ルールに関しては， BIlbis規則を範にとるとともに，当

事者の負担等を考え，関連する訴訟を一つの裁判所に係属させる方向で規定さ

れている。たとえば，関係の解消時にカップルの財産関係が問題となることか

ら，離婚（そのほか法定別居や婚姻無効も）が問題となるときは， BIlbis規則

に基づき．夫婦が合意する場合に限り 離婚に関して裁判管轄を有する国が夫

婦財産制の問題についても管轄を有する（ 3条）。登録パートナーシップも，

Bllbis規則は適用されないが，各国国内法のルールに従い，その解消や取消

しについて裁判管轄を有する国が，カップルがこれを合意した限りであるが．

財産関係の問題も裁判管轄を有するとされる（3条）。また，相続についても

同様に，後述する相続に関する規則提案に従い裁判管轄を有する国が夫婦財産

制及び登録パートナーシップの財産関係の清算等についても裁判管轄を有する

（各規則提案4条）刷。

その他の場合，（a）共通常居所地国，これがなければ，（b）過去の共通常居所地

国で，一方がなおも居住している国．これがなければ，（c）被告の常居所地国，

これがなければ，エ）共通国籍所属国（連合王国及びアイルランドの場合，共通

のドミサイルのある地）が裁判管轄を有するとする点ふ両規則に共通してい

る（各規則提案5条l項）。なお 夫婦財産制については準拠法選択が認められ

ており，夫婦が夫婦財産制の準拠法について合意している場合には，その準拠

法所属国裁判所が裁判管轄を有する旨も合意することもできる（5条2項）。

以下では，紙幅の関係上，法選択ルールに限定して紹介する。
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②夫婦財産制に関する法選択ルール

夫婦のすべての財産に単一の夫婦財産制の準拠法が適用される (15条）。不

動産について不動産所在地法の適用を認める立法例も多いが，債務の取扱いな

ど複雑な問題を引き起こし得ることから，統一主義がとられている刷。

夫婦財産制の準拠法につき準拠法選択を認めることについてはすでに EU構

成国間で一定の理解があり，本規則でも第一次的法選択ルールとして夫婦によ

る準拠法選択が認められている。選択できるのは＇ (a）夫婦の共通常居所地法，

(b）選択時の夫婦の一方の常居所地法，または（c）選択時の夫婦の一方の本国法で

ある（16条）。方式については別途19条で定められている。

準拠法選択がない場合には，（a）婚姻後の夫婦の最初の共通常居所地法．これ

がなければ＇ (b）婚姻時の夫婦の共通常居所地法，これがなければ，（c）婚姻が挙

行された地などすべての事情を考慮したうえで，夫婦が共に最も密接な関係を

有する国の法が段階的に連結される（17条）。

(a）と（b）では，連結時点が確定されており，準拠法変更は生じない。（c）の場合

には，問題となる時点で準拠法が異なり得ると考えられるが，本規則では，準

拠法変更に関する当事者の合意が表示されない限り，準拠法が変更することは

ないという立場をとっている倒。当事者の認識なく，準拠法が変更される事

態を避けるためである。したがって，準拠法を変更したい夫婦は＇ 18条によ

り，婚姻後いかなるときでも．選択時の夫婦の一方の常居所地法または選択時

の夫婦の一方の本国法を準拠法とする旨合意することができる制。このよう

な準拠法変更は，当事者が遡及効を望まない限り，将来に向かつてのみ効力を

生じる (18条中段）（制。ただし．当事者が準拠法変更の遡及効を望んだ場合で

あっても，従前の取引や従前の準拠法のもと生じた第三者の権利には影響を与

えない。

③登録パートナーシップの財産関係に関する法選択ルール

登録パートナーシップに関する EU構成田聞の圏内法の相違や構成国の立法

例を考慮して，登録国法がカップルの財産すべてに適用される準拠法として採

用された刷。準拠法選択は認められていない。
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町相続

1 背景

2005年に公表された相続及び遺言に関するグリーンペーパー酬とともに公

表された資料（67）によれば，おおまかにまとめると，法廷地漁り，相続人や遺

産債権者への時間的・経済的負担，死後の相続財産の分配の計画（エステー

ト・プラニング）の困難さが問題となっていたと指摘されている。

2009年10月14日には，相続に関する裁判管轄，準拠法，裁判及び認証文

書の承認執行並びに欧州相続証明書に関する規則のための提案が欧州委員会か

ら上程された刷。この規則提案に大きな影響を与えたのが，欧州委員会の委

託のもと， 2004年に公表されたドイツ公証人委員会及ぴHansD加 ierとPaul

Lagardeの主導により進められた EUにおける国際相続法の研究（刷である。

2011年1月30日から欧州議会での審議が開始されたが，すでに連合王国及

びアイルランドはオプト・インしない旨表明している（70）。

2 規則提案の概要

相続に関する規則提案は 法選択や裁判管轄承認執行に関するルールに加

え， EU内の統一的な相続証明書の作成をも目的とした野心的な取り組みであ

ると言われる（71）。本規則にいう相続とは，相続財産の移転，管理，清算など

相続に関わるすべての事項を含むものである（72）。ここでは，主として法選択

ルールと管轄ルールを紹介する。

①法選択ルール

法選択ルールについて注目すべきは，相続統一主義（73），原則的客観的連結

点としての常居所，被相続人による準拠法選択の採用の3つである。相続は，

被相続人の死亡時の常居所地法による（16条）。被相続人の常居所は，被相続

人に関わる利害関係の中心地であり，多くの場合，相続財産，相続人，特に配

偶者もその地にいること．被相続人の常居所地国への統合を促進し， EU法の

理念に則すること，すでにいくつかの国，国際条約の抵触規則で相続について

常居所地法主義が採用されていることが理由としてあげられている（74）。後述



64 国際私法年報第13号（2011)

のように相続事件の原則的裁判管轄が被相続人の常居所地国であることから，

準拠法と管轄を一致させることによる相続事件の処理の簡便化という観点もあ

ろう（問。

しかしながら，常居所地国法が常に被相続人にとって最密接関係地法である

とは限らない。規則提案で念頭におかれているのは．常居所地国に統合されて

いる被相続人である。しかし， EU法によって保障された自由に移動する権利

を享受しながらも．本国となおも密接な関係を有する被相続人も存在する。そ

こで，そのような被相続人に法的安定性を与え，よりエステート・プラニング

しやすくするために，被相続人の本国法の選択が認められたわけである。本国

法のみに限定されているのは，遺留分権利者等の被相続人の近親者の正当な利

益の保護とのバランスが考慮されたからである（76）。近親者の利益を保護する

ため被相続人による準拠法選択を認めるべきでないという議論もあった（77）。

しかし欧州委員会は，遺留分権利者らを害するために準拠法選択が濫用され

たという問題は現実には起こっていないという見方をしていたようである（78）。

また，客観的準拠法を被相続人の常居所地法とし，選択できる法を被相続人の

本国法に限定したことで，濫用の可能性は確かに小さくなったと言える。本規

則では，単に法廷地における近親者の保護の範囲が異なるということのみでは

法廷地の公序に反しない旨の規定を一般的な公序条項の後に設け，安易に公序

を発動せぬよう注意を喚起している（27条2項）。

その他，相続財産所在地法との関係に配慮した規定（21条・ 22条），同時死

亡に関する規定（23条）．相続人不存在の相続財産について財産所在地法の権

利を優先する旨の規定（24条）などがある。

EUでは，相続に公証人が関与することが多いことから，公証人等に情報を

提供する目的で，欧州委員会のサポートのもと EU公証人会がウェプサイトを

作成し， 23か国語で27か国の実質相続法，国際相続法及び手続法の内容を紹

介している伺）。

仮にこの規則提案が成立した場合， EUに居住する日本人の相続は， EUに

おいては．当該日本人が準拠法選択をしない限り常居所地法である EU構成田

法が適用される。これに対して，日本においては日本法が適用されることにな
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り，被相続人が両国に相続財産や相続債務を有している場合．問題が生じるこ

とも考えられる。

②管轄ルール（釦）

被相続人の死亡時の常居所地国が原則として裁判管轄を有する（4条）。 EU

構成固で一番広く採用されているとともに，被相続人の財産の所在地であるこ

とも多いからである（81）。

また，被相続人の常居所地国裁判所は，被相続人が準拠法選択した場合にお

いて，当該準拠法所属国での裁判を当事者が希望し，かつ，被相続人・相続

人・債権者の利益，その常居所地等を考慮して（82），その国で裁判をすること

がより良いと思われるときは，当該国の裁判所に移送することができる（5

条）。たとえば，被相続人が国籍所属国と比較して常居所地固では短期間しか

住んでおらず，家族らが本固に暮らしている場合がそのようなケースとして例

にあげられている。

その他，補充管轄として，被相続人の常居所が第三国にあった場合には， 4

条によればEU構成田に管轄が認められないが，ある EU構成固に居住する相

続人と債権者保護の観点から，相続事件が当該固と密接な関係があると認めら

れる場合に限り，一定の要件のもと（お）．例外的に当該国にも管轄が認められ

る（6条）。

V 検討

本稿では．離婚，カップルの財産関係，相続に関する一連の EUにおける立

法をみてきた。急ピッチで並行して進められている立法作業からは，なにより

も規則の成立を目的としているという印象を受ける。歴史的，文化的基盤が比

較的近似しているとは言え 27か国からなる構成田すべてからその合意を得

ることは至難の業であり，そのために政治的妥協と思われる規定も見受けられ

る。

法選択ルールの決定にあたり，問題となる法律関係に最も密接な関係を有す

る地の法を準拠法とするという従来の伝統的な国際私法の理念はなおも掲げら

れてはいるが， EUにおける統合を促進させるための秩序としての国際私法が



66 国際私法年報第 13号（2011)

求められてもいる（制。個別領域ごとにパッチワーク的に立法作業が進められ

ており，次々と成立していく規則やだされる規則提案聞の整合性や， EU国際

私法として共通する基礎，つまり総論部分の検討も，これからの課題であろ

ょ（85)
J 0 

では，本稿で取り扱った家族法の領域における規則及び規則提案になんらか

の共通項が見いだせるだろうか。登録パートナーシップについては EU構成国

ごとにその法的取り扱いが異なるため，法選択ルールも他の領域とは少し異な

る。しかし，離婚，夫婦財産制，相続に関しては，次の2点の共通項が見いだ

せる。

第一に．家族法の領域においても．連結点として国籍より常居所が優先され

ていることがあげられよう倒。常居所概念がどの規則にも盛り込まれず，そ

の内容の不明確性は依然として問題となるだろうが 国籍についても今や国籍

法の改正により二重国籍者が増加し，けして明確な連結点とは言えなくなって

きているとの捉え方もある（87）。さらに，常居所は．これまでの住所地法主義

と本国法主義の対立の緩衝材としてのみではなく．法廷地法主義と連結点を介

して準拠法を決定するアプローチとをうまく結びつけるものとしても役立てら

れている。すなわち，常居所を準拠法決定のための連結点と管轄原因の双方に

採用することにより，法廷地法の適用が導れているのである（制。法廷地法の

適用により実務が簡便になるという利点もあるが，これもまた，外国法の適用

を拒む法廷地法主義国への配慮であるとも言える。

このような常居所の台頭のほか，第二に，当事者自治の役割が家族法の領域

においても重要性を増していることがわかる（89）。相続に関する規則では．客

観的連結が妥当でない場合の連結を修正する方策として，また離婚及び法定別

居に関する規則では，法廷地法を選択できる法とすることで，部分的に，法廷

地法主義と伝統的な連結点を介して準拠法を決定するアプローチの仲立ちをす

るために用いられたりしている倒。一連の規則における当事者自治の採用を

契機として，家族法における，あるいはより一般的な当事者自治の理論的検討

もなされはじめている（91）。

規則の立法のために EUが管轄を有し得るのは，域内市場を適切に機能させ
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るための必要な方策として認められる場合のみである（機能条約81条2項）。

家族法においてこれをあてはめると．それは， EU法上保障された EU市民の

自由な移動の促進となる。必然的に念頭におかれる当事者は，域内を頻繁に移

動する EU市民であり，彼らの移動を阻害しないための法的安定性・予測可能

性の確保が立法の主眼におかれている。しかし， EUには， EU構成国外の移

民もかなりの数居住している。日本も含め，第三国との関係でも，これらの規

則が当然に適用されることになる。公序等によって外国法の適用を例外的に排

除する旨の規定はあるが，第三国との問題がはたしてどの程度検討されたのか

は，少し疑問に思われる。たとえば，反致である。第三国との関係では，特に

相続に関する規則で反致を認めるべきであるという意見もかなり見受けられ

る（92）。たとえば，アメリカのカリフォルニア州に常居所を有するオーストリ

ア人がオーストリアに不動産を残して死亡した場合．被相続人が準拠法選択を

しない限り，オーストリアにおいては，当該不動産についてはカリフォルニア

州法を適用することになる。しかしカリフォルニア州では不動産所在地法で

あるオーストリア法が適用されるのである。このような事態を避け．国際的判

決の調和という観点からも反致を認めるべきであると主張されている。

規則は，関連法の整備を必要とする指令とは異なり，成立した規則のまま即

時に効力を有する。初の強化された協力手続のもとすすめられたローマEにお

いても，これまでのパラダイムの転換にあたるような法選択ルールが採用され

ており，これがどのように運用されていくのか，これに加入する国が後から登

場するのか，非常に興味深いところである。相続及びカップルの財産関係に関

する規則提案1b'2012年の成立が目指されている。もっとも，カップルの財

産関係に関する規則提案二つについては，家族法に関わる事項として，ローマ

E同様に理事会の全会一致要件が必要とされる。今後の EUにおける動向を引

き続き追っていきたいと考える。

(1) 2000年12月22日の理事会規則4412001 (OJ 2001, L 12/ l）。

(2) 2003年11月27日の理事会規則220112003(OJ 2003, L 338/ l）。婚姻事件の裁判

管轄等に関する 2000年5月9日の理事会規則 134712000(OJ 2000, L 160/ 19）を，
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親責任も対象として広げるよう改正されたものである。

(3) 2000年5月29日の理事会規則 1348/2000 (OJ 2000, L 160/ 37）。後に＇ 2007年

11月13日の理事会規則 139312007(OJ 2007, L 324/79）で改正。

(4) 2008年6月17日の欧州議会・理事会規則 59312008(OJ 2008, L 177/ 6）。

(5) 2007年6月11日の欧州議会・理事会規則 86412007(OJ 2007, L 199/ 40）。

(6) Pr1悶 Release,Memo 111175, 16. March 2011. 

(7）登録パートナーシップとは，各国でその名称は様々であるが，二人の異性また

は向性のカップルがそのパートナ一関係を公的機関で登録することにより，婚姻

類似あるいは婚姻より弱い形態での法的保護を受けることができる法制度である。

(8) COM (2011) 125, p. 2; Press Release, 16 March 2011, Memo/ 11/ 175. 

(9) OJC 19, 23.01, 1999, p. 1. 

(lo) 2010年 12月30日の理事会規則 125912010(OJ 2010, L 343/10）。

(11) 相続に関する裁判管轄，準拠法．裁判及び認証文書の承認執行並びに欧州相続

証明書に関する規則のための理事会及び欧州議会提案（COM(2009) 154）。

(12) COM (2011) 126. 

(13) COM (2011) 127. 

(14) COM (2005) 82. 

同 COM(2005) 82, pp. 3-6. 

同 EU構成圏中で，①離婚に関して法廷地法を準拠法としている国が7か国，②連

結点を定め，それを介して離婚準拠法を決定するアプローチを採用している国が

20か国ある（SEC(2005) 331, Table 4）。しかし，後者のうちの 9か国は，段階的連

結を採用したうえで，そのーっとして法廷地法をあげている。また，離婚に関し

準拠法選択を認めていたのは4か国（オランダ，スペイン， ドイツ，ベルギー）

のみである。

間 COM(2006) 399. 

同 ダグマー・ケスター・パルチン／（訳）渡辺慢之「新提案の EU規則による離婚

事件の国際裁判管轄」立法308号（2006)193頁以下，岡野祐子「イングランドに

おける国際離婚裁判に関する手続的諸問題」法と政治61巻3号（2010)12頁以下

も参照。

同 DieterMartiny, Die Encwicklung des Europ拍 chenlnternationalen Familienrechts -ein juris-

tischer Hiirdenlauf, FPR 2008, S. 189 £; Nina Dethloff/ Luise Hauschild, Familienrecht im 

Rahmen der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen・D田 besondereGesetzgebungsver-

fah陀ngem. Art. 81 III AEUV, FPR 2010, S. 489庄林貴美「欧州における家族法及び国



［林貴美］ EU国際家族法の動向 69 

際家族法の欧州、｜化」戸時672号（2011)23頁以下も参照。

側通常の立法手続は．共同決定手続とも呼ばれ，欧州委員会が提出した法案を連

合理事会と欧州議会が共同で採択することが必要とされる（機能条約 294条）。法

案は，理事会では特定多数決定方式（機能条約 238条3項a）で，欧州議会では

絶対多数（機能条約 238条l項）で採択されなければならない。

(2~ Christian Kohler, Zur Gestalrung des europaischen Kollisionsrech臼臼rEhesachen: Der stei-

nige Weg zu einheitlichen Vorschriften iiber das anwendbare Recht臼rScheidung und Tren-

nung, FamRZ 2008 S. 1678 £;COM (2010) 104 final, p. 2 Introduction 5. 

幽 Councilof the European Union, Press Release 9956/ 08 (press 146) , p. 22. 

闘イタリア，オーストリア，ギリシャ，スロペニア．スペイン，ハンガリー．ブ

ルガリア，ルクセンプルグ．ルーマニア。その後， 2009年1月にフランスもこれ

に加わるが.2010年3月にギリシャが脱退している。

凶 EUの法的枠組を尊重しながらも．より緊密な協力により一定の目標を達するた

めに， EU構成国の9か国以上の参加により認められる手続である。 EU条約 20条

及び機能条約326条以下にその目的，要件及び手続が規定されている。ある提案

の成立を望まない少数派の拒否権によって EUの掲げる目擦が阻まれることを回避

するため，アムステルダム条約により設けられた制度である。強化された協力に

参加しない加盟国は．拒否権を有さないが，強化された協力に基づき成立した提

案に拘束されることはない。しかし事後的にこれに参加する道が聞かれている。

2011年3月10日，ローマEに続き， EU特許制度の創設に強化された協力を適用

することを理事会は承認している（Councilof the European Union, Press Release, 

7506/11）。

岡 COM(2010) 105. 

岡 BIT bis規則の改正に関する提案は， 2011年以降に再度予定されている（Action

Plan implementing the Stockholm Programm, COM (2010) 171）。

間 KatharinaBoele-Woelki, To be, or not to be: Enhanced Cooperation in International Di・

vorce Law within the European Union, 39 Victoria U. 'W也llingtonL. Rev. (2008), p. 779. 

倒 2010年 12月30日の理事会規則 125912010(OJ 2010, L 343/10）。

倒｝ イタリア．オーストリア，スペイン，スロベニア， ドイツ．ハンガリー，フラ

ンス，ブルガリア，ベルギー．ポルトガル．マルタ，ラトピア．ルクセンプルク，

jレーマニア。

側法定別居は．離婚のように婚姻を解消させるのではなく，夫婦聞の扶養及ぴ貞

節義務を依然として存続させながらも．同居義務などを消失させるもので，裁判
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所の決定をもって開始する（CommissionStaff Working Paper, Ann偲 ω也EGreen Paper 

on appli印刷Elaw and jurisdiction in divor，αmatters, p. 6）。

倒 プルガリアとルーマニアがEUに加盟する前の2005年に公表された資料によれ

ぱ，当時の EU構成田 25か国中 13か国で法定別居制度があった（CommissionStaff 

Working Paper, op血.(30), p. 15 Table 3）。

倒 COM(2006) 399, p. 9. 

闘 COM(2010) 105, p. 6. 

凶 COM(2010) 105, p. 7. 

倒 2006年の提案時では，選択し得る法として，夫婦の共通常居所地法ではなく，

夫婦が5年以上居住した地の法が掲げられていた（20a条1項（c), COM (2006) 

399）。

倒永続的に記録できる電子媒体でもよい（ 7条1漬後段）。また，準拠法選択の合

意時の夫婦の共通常居所地法がさらに方式要件を必要とするときは，これを充足

しなければならない（7条2項）。

間 http://ec・europa.eu/civiljustice／参照。理事会決定（2001/470/ EC）により設置され

た。

倒 VeronikaGaenner, Europ聞 Choiceof Law r由 inDivorce (Rome III): An Examination 

of the Possible Connecting Factors in Divorce Matters噂 instthe Background of Private Inter-

national Law Developments, Journal of Private International Law, Vol. 2 No. I (2006), p. 133. 

倒他に密接な関係を有する第三国があるにもかかわらず， BITbis 7条により，夫婦

の一方の国籍所属国であることのみで．ある EU構成固に裁判管轄が認められ．そ

の地の法が適用されるのは不適切で，ヨーロッパ中心主義と批判されている

(Kohler, op血.(21)' s. 1679）。

仰~ COM (2006) 399, p. 10, COM (2010) 105, p. 7.しかし準拠法と管轄が一致する

ことはそれほど多くないだろうといった指摘もある（Kohler,op.sit. (21), S. 1679）。

自らに有利な離婚の効果を得るために，当事者が離婚には合意していても，裁判

管轄や準拠法に関して一致できないということは十分考えられるからである。

経1）情報照会から約 15日で回答が得られると言われる。

仰I) Council of the European Union, Press Release, 19-29 April 2007, 8364/07, pp. 9-10. 2006 

年提案20d条．規則 17条。

仰1) Salla Saastamoinen (European Commission, DG Justice, Head of the Civil Cooperation 

Unit), The Commission Proposal of 30 March 2010: Contents and way forward, Academy of 

European Law, Annual Conference on European Family Law 2010 p. 8. 
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(44) Kohler, op.sit. (21), S. 1677, 1680. 

岡マルタでは. 2011年5月28日に離婚の合法化の是非（ 4年間の別居を要件とす

る）を問う国民投票が行われ，約 53%がこれに賛成したとの報道があった。国民

投票の結果に法的拘束力はないが，これを受けて，今後議会に離婚を合法化する

草案が上程されるとのことである（www.heute.de/ZDFheute/inhalt/6/0,3672,8241862, 

00.html (2011年8月31日最終アクセス）。

附 Councilof the European Union, 10153/ 10, p. 5, 9. 

附 Kohler,op.sit. (21), S. 1680. 

同 COM(2006) 399, p. 9. 

側 SteffenPabst, Kollisionsrechdiche Absicherung der Umwandlung einer Ehetrennung in eine 

Ehescheidung乙FPR2008, S. 230 ff. 

佃~ Pabst, op.sit. ( 49), S. 233. 

(5U Conseil de l’union europeenne, le 23 septembre 2010, 14021/10, p. 9. 

(52) アイルランド，オーストリア，オランダ．スウェーデン，スロベニア，チェコ．

ドイツ，テ2ンマーク，ハンガリー，フィンランド，フランス，ベルギ、ー，ルクセ

ンブルグ，連合王国（COM(2011) 125, p.ぅ）。

(53) COM (2006) 400. 

（叫 EuropeanCommission, Summary of replies to the Green Paper on the conflict of laws in 

matters concerning matrimonial property regimes, including the questions of jurisdiction and 

mutual recognition (2008). 

(55) COM (2011) 126. 

(56) COM (2011) 127. 

6カ EuropeanCommission, op.sit. （う4),p. 3. 

倒 Ibid.

同規則の立法作業に家族法ではなく，財産法を専門とする弁護士が多く関与した

ことの弊害であるとの批判もある（MaebhHarding, The Harmonisation of Private In-

ternational Law in Europe: Taking the Character out of Family Law, Journal of Private Inter-

national Law Vol. 7 No. 1 (2011), p. 214）。

（ω） ただし相続に関しては，問題となっている登録パートナーシップとまったく

関係のない国が裁判管轄を有することもある。そのような場合において，当該国

が登録パートナーシップを法的に認めていないときは，裁判管轄を否定すること

ができる（登録パートナーシップに関する規則3条2項）。

何時 COM (2011) 126, p. 8. 
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倍aIbid. 

側 この点から， 16条の準拠法選択が婚姻締結時になされることを想定しているの

がわかる（COM(2011) 126, p. 8）。

（叫法の適用に関する通則法26条2項後段では．準拠法選択の合意は「将来に向

かつてのみその効力を生ずるjとして遡及効を否定している。この点，金銭等の

区別が困難な財産があることや，夫婦財産制について明確な規律を望む当事者の

利益を顧慮して夫婦財産制について当事者自治が導入された理由の一つであるこ

とから， 2項後段は，旧準拠法を前提になされた行為や権利設定を覆すものでは

ないことを示すものであると限定的に解釈すべきであるとの見解もある（神前禎

『解説法の適用に関する通則法1173頁以下（弘文堂・ 2006））。

（伺 COM(2011) 127, p. 8. 

（倒 COM(2005) 65.このグリーンペーパー等を紹介するものとして，長田真里「相

続の準拠法をめぐる立法論的課題J民高 135巻6号990頁（2007）。

（同 CommissionStaff Working Document, Accompanying the Proposal for a Regulation of the 

European Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable law, recognition and en-

forcement of decisions and authentic instruments in matters of successions and on也eintro-

duction of a European Certificate oflnheritance, Impact Assessment, p. 8 et. s. 

（倒 COM(2009) 154. 

倒 DeutschesNotarinstitut (ed.), Les successions internationales dans l'Uιperspectives pour 

une harmonisation (2004); Heinrich Dorner, Christian Hertel, Paul Lagarde u. Wolfi伊 igRi-

ering, Auf dem W也gzu einem europfilschen lnternationalen Erb-und Erbverfahrensrecht, IP-

Rax 2005, s. 1圧

倒 Councilof the European Union, Press Release, 10630/ 1/ 10 REV 1, p. 23. EUの国際私法

立法に対する連合王国の姿勢については， Jonathan Harris, Understanding the English 

Response to出eEuropeanisation of Private International Law, Journal of Private International 

Law, Vol. 4 No. 3 (2008), pp. 347 et s. 。1) Anatol Dutta, Succession and Wills in the Conflict of Laws on the Eve of Europeanisation, 

RabelsZ 73 (2009), S. 546 f. 

同信託を本規則の適用範囲から排除したことを批判するものとして， Dutta,op訓．

(71) S. 592; Max Planck Institute for Comparative and International Private Law （以下，

MPI), Comments on the European Commission's Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on j山 isdiction,appliαble law, recognition and enforcement of 

decisions and authentic instruments in matters of succession and the creation of a European 
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Certifiαte of Succession, RabelsZ 74 (2010), S. 27; Klaus Schurig, Das internationale Erbre-

cht wird europaisch-Bemerkungen zur kommenden Europ量ischenVerordnung, in: FS Gunther 

Kiihne (2009), S. 189 Fn. 30など。既存の国際倒産規則との関係も配慮されていない

(MPI, op.sit., S. 147任）。

（沼）異なる複数の法により処理されるという複雑さを回避するためである（COM

(2009) 154, p. 6）。

(74) COM (2009) 154, p. 6-7. Peter Kindler, Yorn Staatsangehiirigkeics-zum Domizilprinzip: 

das kiinftige imernationale Erbrecht der Europiiischen Union, IPRax 2010, S. 44 fI：も参照。

（お；） 2006年 10月16日の欧州議会の決議（GarganiReport, A6 -0539/2006）勧告2。

(76) COM (2009) 154, p. 7.夫婦財産制の準拠法を選択し得る法とし，夫婦財産制と相

続の準拠法が異なることにより生じ得る適応問題の発生を回避することも検討され

たが，夫婦財産制の準拠法選択が比較的柔軟に認められていることから．本規則の

目的に反するとして採用されなかった（COM(2009) 154, p. 7）。選択し得る法が限

定されすぎていると批判するものとして， Dutta,op店.(71), s. 73庄； MPI,op.sic. (72), 

S.66任； Kindler,op.sic. (74), S. 49; Markus Buschbaum，ぬreinheiclichungdes Erbkollisions-

rechts in Europa, Eine kritische Wiirdigung des Kommissionsvorschlags zur Erbrechtsver-

ordnung, GPR 3/ 10, S. 112. 

（初 Vgl.Brigitta Jud, Rechtswahl im Erbrecht: Dぉ Griinbuchder Europiiischen Kommission 

zum Erb-und Testamentsrecht, GPR 3/2005 S. 137 ff.長田・前掲（66). 1014頁以下。

（苅i) Daniel Lehmann, Erniichtende Entwicklung beim Europaische Erbrecht, FPR 2008, S. 204, 

Fn. 22.同様の指摘をするものとして， HaopeiLi, Some Recent Developments in出E

Conflict of Laws of Succession, Recueil des Cours, Vol. 224 ( 1993), p. 830 

側 http://www.successions叩 ope.eu/en/home参照。

制）相続事件は非訟事件として扱われることが多く，本規則で「裁判所」という表

現が用いられる場合でも，これは裁判所から権限を委譲されたような他の機関

（公証人等）も含まれると解される（COM(2009) 154, p. S）。

制 COM(2009) 154, p. S-6. 

幽 COM(2009) 1う4,p. 6. 

倒構成国に相続財産が所在しており， a）裁判所への申立てまでの過去5年内に

当該構成国に被相続人が常居所を有したことがある場合．これがなければ， b) 

当該構成田が被相続人の死亡時の被相続人の国籍所属国である場合，これがなけ

れば， c）当該構成国に相続人または受遺者が常居所を有する場合，これがなけ

ればd）当該構成固に所在する財産のみに関する申立てが認められる。
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倒 S.Grundmann, Binnenmarktkollisionsrecht -vom klassischen IPR zur Inregrationsordnung, 

R且belsZBd. 64 (2000), S. 457 ff.; Alegria Borras, Prinzipien des Inrernationalen Familienre-

chts, in: Gene Reichert, Europaisches Gemeinschafrsrecht und IPR (2007), S. 64 ff. 

制；） Karl F. Kreuzer, W:田 gehorcin den Allgemeinen Tei! eines Europ五ischenKollisionsrechtes?, 

in: Brigitta Jud, Walter H. Rechberger, Gerte Reichelt (Hrsg.), Kollisionsrecht in der Eu-

ropfilschen Union (2008), S. I ff.; Gene Reichert, Zur Kodiflkation des Europfilschen Kolli-

sionsrechts -am Beispiel des ordre public, in:ders., Europaisches Gemeinschaftsrecht und IPR 

(2007),S. 5圧

倒 DieterHenrich, Abschied vom Staatangehi:irigkeitsprinzip, in: FS Hans Stoll (200 I), S. 437 

f£; Dieter Martiny, Die Enrwicklung des Europ泌氏henInternationalen Familienrechts-ein juris-

tischer Hiirdenlauf, FRR 2008, S. 191; Staudinger/ Peter Mankowski (2011) Vorbem 38 zu 

Arc. 13ー17b EGBGB; Thorsten Troge, Europarecht und das Staatsangehi:irigkeitsprinzip im 

Internationalen Privatrecht (2009); Michael Bogan, The EC Treaty and the Use of Nationality 

and Habitual Residenceぉ ConnectingFactors in International Family Law, in: Johan Meeusen, 

Marta Pertegas, Gert Straetmans, Frederik Swennen (eds.), International Family Law for the 

European Union (2007), p. 315 er s. 

制 Henrich,op.sir. (86), S. 445. 

倒 Henrich,op.sit. (86), S. 442; Gaertner, op.si 

包到 Ste白nLeible, Parreiauronorr】ieim IPR, in: FS Erik Ja〕rme(2004), S. 485庄； ErikJa〕「me， 

Party Autonomy in International Family and Succession Law: New Tendencies, Yearbook of 

Private International Law Vol. XI (2009), p. 1 et 5・

仰≫ Jayme, op.sit. (89), p. 3. 

(9D Toni Marzal Yetano, The Constirutionalisation of Party Autonomy in European Family Law, 

Journal of Private International Law, Vol. 6 No. 1 (2010), p. 155 et s.; Jiirgen B田 edow,Theorie 

der Rechrswahl oder Parteiautonomie als Grundlage des lnrernationalen Privatrechrs, RabelsZ 

Bd. 75 (2011), S. 32任

(92) Dieter Martiny, Objectives and Values of (Private) Inrernational Law in Family Law, in: 

Meeusen/ PertegおIStraetmans, Swennen (eds.), op.sit. (86), p. 96; Schurig, op・sit.(72), 

S. 189; MP!, op.sit. (72), S. 105 ff.; Kindler, op店.(74), S. 48 £EUの諮問機関である欧

州経済社会評議会ふ第三国との関係で反致を認めるべきであるとの意見をだし

ている（EuropeanEconomic and Social Committee, Brussels, 14 July 2010, INT/ 511, Suc-

cession叩 dche European Certificate of S即日ssion）。


